
両院協議会の再検討（宮本）

（ 51 ） 37 号

宮

本

剛

志

目

次

一

は
じ
め
に

（
1
）
問
題
意
識

（
2
）
先
行
研
究

二

ね
じ
れ
国
会
の
概
要

（
1
）
第
一
六
七
回
国
会
（
平
成
一
九
年
参
院
選
後
）
〜

第
一
七
一
回
国
会
（
平
成
二
一
年
衆
院
解
散
）

（
2
）
第
一
七
二
回
国
会
（
平
成
二
一
年
衆
院
選
後
）
〜

第
一
七
四
回
国
会
（
平
成
二
二
年
通
常
国
会
）

（
3
）
第
一
七
五
回
国
会
（
平
成
二
二
年
参
院
選
後
）
〜

第
一
八
一
回
国
会
（
平
成
二
四
年
衆
院
解
散
）

三

両
院
協
議
会

（
1
）
法
的
地
位

（
2
）
ね
じ
れ
国
会
に
お
け
る
実
例

（
3
）
両
院
協
議
会
以
外
の
例

四

修
正
協
議
機
関
の
検
討

（
1
）
与
野
党
実
務
者
協
議

（
2
）
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
関
連
法
案
の
例

（
3
）
問
題
点

（
4
）
公
式
な
場
で
の
修
正
協
議
の
可
能
性

五

お
わ
り
に

両
院
協
議
会
の
再
検
討

―
「
ね
じ
れ
国
会
」
に
お
け
る
第
三
院
的
地
位
の
可
能
性
―

論

説

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Asia University Academic Repositories

https://core.ac.uk/display/132423109?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


 37 号 （ 52 ）

論 説

一

は
じ
め
に

（
1
）
問
題
意
識

平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
七
月
二
九
日
の
第
二
一
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
後
、
国
会
は
衆
参
両
院
の
多
数
派
が
異
な
る
い
わ

ゆ
る
「
ね
じ
れ
国
会
」
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
衆
議
院
と
参
議
院
に
お
け
る
議
決
結
果
に
不
一
致
が
生
じ
る
事
例
が
多

発
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
多
く
の
案
件
（
法
律
案
の
議
決
、
予
算
の
議
決
、
条
約
の
承
認
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
、

同
意
人
事
案
件
等
）
に
お
い
て
与
野
党
の
対
立
が
激
し
さ
を
増
し
、
決
め
ら
れ
な
い
政
治
の
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
現
状
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
憲
法
は
衆
参
両
院
の
意
見
の
調
整
を
は
か
る
協
議
機
関
と
し
て
両
院
協
議
会
を
規
定
し

て
い
る
。
本
来
、
衆
参
両
院
で
の
議
決
の
不
一
致
は
こ
の
両
院
協
議
会
で
調
整
さ
れ
る
の
が
憲
法
上
の
想
定
で
あ
る
が
、
ね
じ
れ
国

会
に
お
け
る
両
院
協
議
会
は
必
ず
し
も
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
ね
じ
れ
国
会
の
現
状
を
踏
ま
え
、
衆
参
両
院
の
意
見
の
調
整
機
関
と
し
て
の
両
院
協
議
会
の
役
割
を
再
考

し
、
今
後
の
運
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
2
）
先
行
研
究

両
院
協
議
会
に
関
す
る
研
究
は
、
憲
法
の
解
説
書
等
を
除
く
と
あ
ま
り
多
く
な
い
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
五
五
年
体
制
の
下
に
お

い
て
、
衆
参
両
院
が
ほ
ぼ
同
じ
政
治
勢
力
を
擁
し
て
い
た
た
め
、
衆
参
両
院
の
議
決
が
異
な
る
事
態
に
至
ら
ず
、
長
い
間
、
両
院
協

議
会
が
開
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
今
野
彧
男
は
、「
も
と
も
と
二
院
制
議
会
は
、
第
一

１



両院協議会の再検討（宮本）

（ 53 ） 37 号

院
に
対
す
る
第
二
院
の
抑
制
と
補
完
の
機
能
に
期
待
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
両
院
間
の
議
決
の
不
一

致
は
当
然
あ
る
べ
き
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
両
院
協
議
会
は
そ
う
し
た
事
態
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

が
長
期
に
わ
た
っ
て
忘
れ
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
現
状
は
、
そ
の
ま
ま
二
院
制
度
の
運
用
の
不
完
全
さ
を
物
語
る
も
の
と
い
え

な
く
も
な
い
。」
と
両
院
協
議
会
の
制
度
全
般
を
見
直
す
こ
と
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。

そ
の
後
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
及
び
平
成
一
〇
（
一
九
九
八
）
年
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
い
て
自
由
民
主
党
が
過
半

数
を
割
っ
た
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
、
予
算
の
議
決
に
お
い
て
衆
参
両
院
の
議
決
が
異
な
り
両
院
協
議
会
が
開
か
れ
た
例

（
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
が
一
回
、
予
算
の
議
決
が
九
回
（
二
七
件
））、
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
の
第
一
二
八
回
国
会
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
「
政
治
改
革
関
連
四
法
案
」
に
お
い
て
連
立
与
党
内
の
一
部
議
員
が
造
反
し
た
た
め
、
両
院
協
議
会
が
開
か
れ
た
例
が
発

生
し
た
際
に
、
若
干
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
後
の
ね
じ
れ
国
会

に
お
い
て
は
、
新
た
な
両
院
協
議
会
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
論
文
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

二

ね
じ
れ
国
会
の
概
要

ま
ず
、
両
院
協
議
会
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
ね
じ
れ
国
会
の
現
状
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
本
稿
に
お
け
る
ね
じ
れ
国
会
は
、

平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
七
月
の
第
二
一
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
後
の
第
一
六
七
回
国
会
（
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
八
月

七
日
召
集
）
か
ら
第
一
八
一
回
国
会
（
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
一
〇
月
二
九
日
召
集
、
一
一
月
一
六
日
衆
議
院
解
散
）
ま
で
を

対
象
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
三
つ
の
時
期
に
分
類
し
て
概
観
す
る
。

２

３

４

５
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（
1
）
第
一
六
七
回
国
会
（
平
成
一
九
年
参
院
選
後
）
〜
第
一
七
一
回
国
会
（
平
成
二
一
年
衆
院
解
散
）

ま
ず
、
第
一
期
は
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
七
月
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
後
の
第
一
六
七
回
国
会
か
ら
平
成
二
一
（
二
〇

〇
九
）
年
七
月
の
衆
議
院
解
散
（
第
一
七
一
回
国
会
）
ま
で
で
あ
る
。

平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
結
果
、
自
由
民
主
党
・
公
明
党
の
連
立
政
権
は
参
議
院
で
過
半
数
を
失

い
、
民
主
党
が
参
議
院
で
第
一
党
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
多
数
派
が
異
な
る
い
わ
ゆ
る
「
ね
じ
れ
国
会
」

が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
。

第
一
六
七
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
第
二
一
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
（
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
七
月
二
九
日
執
行
）
を
受

け
、
八
月
七
日
に
召
集
さ
れ
た
。
参
議
院
に
お
い
て
正
副
議
長
の
選
挙
等
、
院
の
構
成
が
行
わ
れ
た
。
議
長
に
は
民
主
党
出
身
の
江

田
五
月
君
が
、
副
議
長
に
は
自
由
民
主
党
出
身
の
山
東
昭
子
君
が
選
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
議
院
運
営
委
員
長
に
は
民
主
党
の
西
岡
武

夫
君
が
選
出
さ
れ
た
。
議
長
は
慣
例
に
よ
り
第
一
党
か
ら
選
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
自
由
民
主
党
は
昭
和
三
一
（
一
九
五
六
）

年
（
第
二
四
回
国
会
）
以
来
保
持
し
て
き
た
議
長
の
座
を
民
主
党
に
明
け
渡
す
こ
と
に
な
る
。

第
一
六
八
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
九
月
一
〇
日
に
召
集
さ
れ
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
が
行
わ
れ
た
が
、
九
月

一
二
日
の
代
表
質
問
直
前
に
辞
任
を
表
明
し
た
た
め
、
所
信
表
明
演
説
に
対
す
る
代
表
質
問
が
取
り
や
め
に
な
る
な
ど
、
国
会
日
程

は
一
時
空
白
状
態
に
な
っ
た
。
九
月
二
五
日
、
衆
参
両
院
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
が
行
わ
れ
、
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
福

田
康
夫
君
（
自
由
民
主
党
総
裁
）
が
、
参
議
院
に
お
い
て
は
、
小
沢
一
郎
君
（
民
主
党
代
表
）
が
内
閣
総
理
大
臣
に
指
名
さ
れ
た
た

め
、
両
院
協
議
会
を
開
い
て
協
議
し
た
が
成
案
を
得
ず
、
憲
法
の
規
定
に
基
づ
き
福
田
康
夫
君
が
内
閣
総
理
大
臣
に
指
名
さ
れ
た
。

こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
一
一
月
一
日
に
期
限
が
切
れ
る
テ
ロ
対
策
特
措
法
の
延
長
問
題
が
最
大
の
焦
点
と
な
っ
た
。

第
一
六
九
回
国
会
（
常
会
）
は
、
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
一
月
一
八
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
揮
発
油
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税
等
の
道
路
特
定
財
源
に
係
る
暫
定
税
率
の
一
〇
年
間
延
長
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
税
制
改
正
関
連
法
案
、
道
路
特
定
財
源
を
平
成
二

〇
年
度
以
降
一
〇
年
間
維
持
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
道
路
整
備
費
財
源
等
特
例
法
改
正
案
、
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別

協
定
が
大
き
な
焦
点
と
な
っ
た
。
参
議
院
に
お
い
て
は
、「
内
閣
総
理
大
臣
福
田
康
夫
君
問
責
決
議
案
」
が
可
決
さ
れ
た
。

第
一
七
〇
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
九
月
二
四
日
に
召
集
さ
れ
た
。
福
田
内
閣
の
総
辞
職
に
伴
う
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
が
行
わ

れ
、
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
麻
生
太
郎
君
（
自
由
民
主
党
総
裁
）
が
、
参
議
院
に
お
い
て
は
、
小
沢
一
郎
君
（
民
主
党
代
表
）
が
内

閣
総
理
大
臣
に
指
名
さ
れ
た
た
め
、
両
院
協
議
会
を
開
い
て
協
議
し
た
が
成
案
を
得
ず
、
憲
法
の
規
定
に
基
づ
き
麻
生
太
郎
君
が
内

閣
総
理
大
臣
に
指
名
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
一
月
一
五
日
に
期
限
を
迎
え
る
イ
ン
ド
洋
で

の
補
給
支
援
活
動
を
一
年
間
延
長
す
る
補
給
支
援
特
措
法
改
正
案
、
米
国
発
の
世
界
的
金
融
危
機
に
対
処
す
る
た
め
、
総
額
二
兆
円

の
定
額
給
付
金
な
ど
を
柱
と
す
る
追
加
経
済
対
策
な
ど
の
審
議
が
焦
点
と
な
っ
た
。

第
一
七
一
回
国
会
（
常
会
）
は
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
一
月
五
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
定
額
給
付

金
の
実
施
、
高
速
道
路
料
金
の
引
下
げ
、
雇
用
対
策
、
中
小
企
業
支
援
対
策
等
を
盛
り
込
ん
だ
平
成
二
〇
年
度
二
次
補
正
予
算
及
び

同
関
連
法
案
が
大
き
な
焦
点
に
な
っ
た
。
次
い
で
、
財
源
確
保
の
公
債
発
行
及
び
財
政
投
融
資
特
会
繰
入
特
例
法
案
、
第
三
海
兵
機

動
展
開
部
隊
グ
ア
ム
移
転
実
施
協
定
、
海
賊
行
為
対
処
法
案
な
ど
の
審
議
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
経
済
危
機
克
服
の
た
め
、
雇
用
対

策
・
金
融
対
策
等
を
盛
り
込
ん
だ
平
成
二
一
年
度
補
正
予
算
及
び
同
関
連
法
案
が
焦
点
に
な
っ
た
。
参
議
院
に
お
い
て
は
、「
内
閣

総
理
大
臣
麻
生
太
郎
君
問
責
決
議
案
」
が
可
決
さ
れ
た
。
延
長
後
の
七
月
二
一
日
、
衆
議
院
は
解
散
さ
れ
た
。

（
2
）
第
一
七
二
回
国
会
（
平
成
二
一
年
衆
院
選
後
）
〜
第
一
七
四
回
国
会
（
平
成
二
二
年
通
常
国
会
）

次
い
で
第
二
期
は
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
八
月
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
後
の
第
一
七
二
回
国
会
か
ら
平
成
二
二
（
二
〇
一
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〇
）
年
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
前
の
第
一
七
四
回
国
会
ま
で
で
あ
る
。

平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
結
果
、
民
主
党
が
大
幅
に
議
席
を
伸
ば
し
た
。
民
主
党
、
社
会
民
主
党
及

び
国
民
新
党
は
三
党
連
立
政
権
合
意
書
に
署
名
し
、
三
党
に
よ
る
連
立
政
権
体
制
が
発
足
し
た
。
一
方
、
自
由
民
主
党
と
公
明
党
の

連
立
与
党
は
、
選
挙
前
の
議
席
を
大
幅
に
減
ら
し
、
下
野
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
衆
参
の
多
数
派
が
民
主
党
と
な
り
、

一
旦
は
ね
じ
れ
国
会
が
解
消
す
る
こ
と
と
な
る
。

第
一
七
二
回
国
会
（
特
別
会
）
は
、
第
四
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
八
月
三
〇
日
執
行
）
を
受
け

て
、
九
月
一
六
日
に
召
集
さ
れ
た
。
衆
議
院
に
お
い
て
正
副
議
長
の
選
挙
等
の
院
の
構
成
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
同
日
、
衆
参
両
院

に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
が
行
わ
れ
、
鳩
山
由
紀
夫
君
（
民
主
党
代
表
）
が
内
閣
総
理
大
臣
に
指
名
さ
れ
た
。

第
一
七
三
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
一
〇
月
二
六
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
案
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
健
康
被
害
救
済
法
案
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
等
の
株
式
の
処
分
の
停
止
等
に
つ
い
て
定
め
る
郵
政

株
式
処
分
停
止
法
案
が
大
き
な
焦
点
に
な
っ
た
。

第
一
七
四
回
国
会
（
常
会
）
は
、
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
一
月
一
八
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
平
成
二

二
年
度
に
子
ど
も
手
当
を
支
給
す
る
た
め
の
平
成
二
二
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
案
、
公
立
高
等
学
校
に
つ
い
て
授
業
料
を
徴
収
し

な
い
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
公
立
高
等
学
校
授
業
料
不
徴
収
法
案
が
焦
点
に
な
っ
た
。
六
月
四
日
、
鳩
山
内
閣
の
総
辞
職
決
定
に

伴
う
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
が
衆
参
両
院
で
行
わ
れ
、
菅

人
君
（
民
主
党
代
表
）
が
内
閣
総
理
大
臣
に
指
名
さ
れ
た
。
会
期
末

の
六
月
一
六
日
に
は
衆
議
院
に
お
い
て
「
菅
内
閣
不
信
任
決
議
案
」
が
否
決
さ
れ
た
。
参
議
院
で
は
「
国
家
戦
略
担
当
・
内
閣
府
特

命
担
当
大
臣
荒
井
聰
君
問
責
決
議
案
」、「
内
閣
総
理
大
臣
菅

人
君
問
責
決
議
案
」
及
び
「
議
長
不
信
任
決
議
案
」
が
発
議
さ
れ
た

が
、
本
会
議
が
開
か
れ
な
い
ま
ま
会
期
を
終
了
す
る
異
例
の
事
態
と
な
っ
た
。

６
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（
3
）
第
一
七
五
回
国
会
（
平
成
二
二
年
参
院
選
後
）
〜
第
一
八
一
回
国
会
（
平
成
二
四
年
衆
院
解
散
）

最
後
の
第
三
期
は
、
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
七
月
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
後
の
第
一
七
五
回
国
会
か
ら
平
成
二
四
（
二
〇

一
二
）
年
の
第
一
八
一
回
国
会
で
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
る
ま
で
で
あ
る
。

平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
結
果
、
民
主
党
と
国
民
新
党
と
の
連
立
与
党
は
、
選
挙
前
の
議
席
を
大

幅
に
減
ら
し
、
非
改
選
議
席
を
含
む
参
議
院
の
過
半
数
を
割
り
込
ん
だ
。
一
方
、
野
党
の
自
由
民
主
党
が
大
幅
に
議
席
を
伸
ば
し
、

み
ん
な
の
党
も
躍
進
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
衆
参
両
院
の
多
数
派
が
入
れ
替
わ
り
、
再
び
ね
じ
れ
国
会
と
な
っ
た
。

第
一
七
五
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
第
二
二
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
（
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
七
月
一
一
日
執
行
）
を
受

け
て
、
七
月
三
〇
日
に
召
集
さ
れ
た
。
参
議
院
に
お
い
て
正
副
議
長
の
選
挙
等
、
院
の
構
成
が
行
わ
れ
た
。
与
党
で
参
議
院
の
過
半

数
を
失
っ
た
も
の
の
、
民
主
党
が
第
一
党
で
あ
っ
た
た
め
、
議
長
に
は
民
主
党
出
身
の
西
岡
武
夫
君
が
、
副
議
長
に
は
自
由
民
主
党

出
身
の
尾
辻
秀
久
君
が
選
出
さ
れ
た
。
議
院
運
営
委
員
長
に
は
自
由
民
主
党
の

木
政
二
君
が
選
出
さ
れ
た
。

第
一
七
六
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
一
〇
月
一
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
政
治
資
金
問
題
、
尖
閣
諸
島
沖
の

中
国
漁
船
衝
突
事
件
問
題
、
緊
急
総
合
経
済
対
策
を
盛
り
込
ん
だ
平
成
二
二
年
度
補
正
予
算
が
議
論
の
焦
点
に
な
っ
た
。
参
議
院
に

お
い
て
は
、
一
一
月
二
六
日
、
尖
閣
諸
島
沖
中
国
漁
船
衝
突
事
件
に
お
け
る
不
適
切
な
対
応
、
国
会
を
愚
弄
す
る
暴
言
・
失
言
の

数
々
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
「
国
務
大
臣
仙
谷
由
人
君
問
責
決
議
案
」
が
、
一
一
月
二
七
日
、
尖
閣
諸
島
沖

中
国
漁
船
衝
突
事
件
の
一
部
始
終
を
記
録
し
た
ビ
デ
オ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
流
出
し
た
事
態
等
を
理
由
と
し
て
「
国
土
交
通
大

臣
馬
淵
澄
夫
君
問
責
決
議
案
」
が
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
た
。

第
一
七
七
回
国
会
（
常
会
）
は
、
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
一
月
二
四
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
三
月
一

一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
対
策
に
関
連
す
る
諸
法
律
案
を
は
じ
め
、
公
債
発
行
特
例
法
案
、
子
ど
も
手
当
関



 37 号 （ 58 ）

論 説

連
法
案
な
ど
が
大
き
な
焦
点
と
な
っ
た
。
八
月
三
〇
日
、
菅
内
閣
の
総
辞
職
決
定
に
伴
う
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
の
議
事
が
衆
参

両
院
で
行
わ
れ
、
野
田
佳
彦
君
（
民
主
党
代
表
）
が
内
閣
総
理
大
臣
に
指
名
さ
れ
た
。

第
一
七
八
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
九
月
一
三
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事

故
の
原
因
等
を
調
査
し
、
原
子
力
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
及
び
原
子
力
発
電
所
事
故
の
防
止
対
策
を
樹
立
す
る
等
の
た
め
、
国
会

に
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
に
係
る
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
の
合
同
協
議
会
を
置
く
こ
と
等
を
盛
り
込
ん
だ
「
国
会

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」、
原
子
力
発
電
所
事
故
の
原
因
を
調
査
し
、
防
止
施
策
等
に
つ
い
て
提
言
を
行
う
東
京
電
力
福
島
原

子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
を
国
会
に
設
置
す
る
「
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
法
」
が
成
立
し
た
。

第
一
七
九
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
一
〇
月
二
〇
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
地
方
交
付
税
総
額
特
例
法
案
、

地
方
税
臨
時
特
例
法
案
、
東
日
本
大
震
災
復
興
財
源
確
保
法
案
、
震
災
復
興
特
区
法
案
、
復
興
庁
設
置
法
案
な
ど
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
興
を
図
る
た
め
の
諸
法
律
案
が
大
き
な
焦
点
と
な
っ
た
。
参
議
院
に
お
い
て
は
、
一
二
月
九
日
、
前
沖
縄
防
衛
局
長
の
不
適

切
発
言
へ
の
監
督
責
任
等
を
理
由
と
し
て
「
防
衛
大
臣
一
川
保
夫
君
問
責
決
議
案
」
が
、
ま
た
、
マ
ル
チ
商
法
に
対
す
る
不
適
切
な

発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
等
を
理
由
と
し
て
「
国
務
大
臣
山
岡
賢
次
君
問
責
決
議
案
」
が
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
た
。
ま
た
、
衆
参
両

院
の
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
に
密
接
に
関
連
す
る
基
本
法
制
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
審
査
が
行
わ

れ
た
。
さ
ら
に
、
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
に
係
る
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
の
合
同
協
議
会
及
び
東
京
電
力
福
島
原

子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
開
会
さ
れ
た
。

第
一
八
〇
回
国
会
（
常
会
）
は
、
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
一
月
二
四
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
郵
政
民

営
化
法
改
正
法
案
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案
、
大
阪
都
構
想
を
実
現
す
る
た
め
の
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
設
置
法
案

が
大
き
な
焦
点
と
な
っ
た
。
参
議
院
に
お
い
て
は
、
四
月
二
〇
日
、
岐
阜
県
下
呂
市
長
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
違
反
の
事
前
運

７
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動
や
公
的
地
位
を
利
用
し
た
選
挙
運
動
等
を
理
由
と
し
て
「
国
土
交
通
大
臣
前
田
武
志
君
問
責
決
議
案
」
が
、
ま
た
、
北
朝
鮮
に
よ

る
長
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
へ
の
対
処
や
防
衛
大
臣
と
し
て
の
自
覚
、
緊
張
感
の
欠
如
等
を
理
由
と
し
て
「
防
衛
大
臣
田
中
直
紀
君
問

責
決
議
案
」
が
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
た
。
八
月
二
九
日
に
は
、「
内
閣
総
理
大
臣
野
田
佳
彦
君
問
責
決
議
案
」
が
可
決
し
た
。
会
期

中
の
七
月
五
日
に
は
、
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
か
ら
衆
参
両
院
議
長
に
対
し
、
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。

第
一
八
一
回
国
会
（
臨
時
会
）
は
、
一
〇
月
二
九
日
に
召
集
さ
れ
た
。
こ
の
国
会
に
お
い
て
は
、
特
例
公
債
法
案
、
一
票
の
格
差

是
正
の
た
め
の
選
挙
制
度
改
革
法
案
が
成
立
し
た
た
め
、
一
一
月
一
六
日
に
衆
議
院
は
解
散
さ
れ
た
。

三

両
院
協
議
会

（
1
）
法
的
地
位

両
院
協
議
会
は
、
国
会
の
議
決
を
要
す
る
案
件
に
つ
い
て
、
衆
参
両
院
の
意
見
の
一
致
を
み
な
い
場
合
に
、
そ
の
不
一
致
を
調

整
・
協
議
し
て
意
見
の
一
致
を
は
か
る
た
め
の
協
議
機
関
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
院
協
議
会
は
常
時
設
置
さ
れ
て
い
る
機
関
で

は
な
く
、
所
定
の
議
院
か
ら
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
設
け
ら
れ
る
。

両
院
協
議
会
は
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
、
議
案
に
つ
い
て
貴
衆
両
院
の
部
分
的
意
見
の
違
い
を
調
整
す
る
た
め
に
開
か
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
た
が
、
憲
法
は
、
衆
議
院
の
議
決
に
優
越
性
を
認
め
る
と
と
も
に
そ
の
程
度
に
応
じ
て
両
院
協
議
会
を
必
ず
開
く
場

合
（
必
要
的
両
院
協
議
会
）
と
任
意
的
に
開
く
場
合
（
任
意
的
両
院
協
議
会
）
と
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
予
算
の
議
決
（
憲

法
第
六
〇
条
第
二
項
）、
条
約
の
承
認
（
憲
法
第
六
一
条
）、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
（
憲
法
第
六
七
条
第
二
項
）
に
つ
い
て
衆
議
院

に
優
越
性
を
認
め
て
い
る
が
、
衆
参
両
院
の
意
見
の
一
致
を
は
か
る
た
め
、
参
議
院
が
衆
議
院
と
異
な
っ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
は

８
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必
ず
両
院
協
議
会
を
開
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
律
案
の
議
決
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
優
越
性
が
認
め
ら
れ
て

い
る
も
の
の
、
参
議
院
の
議
決
が
衆
議
院
の
議
決
と
異
な
っ
て
も
、
両
院
協
議
会
は
衆
議
院
が
希
望
す
る
場
合
に
開
か
れ
る
こ
と
と

し
て
い
る
（
憲
法
第
五
九
条
第
二
項
、
第
三
項
）。
こ
れ
は
、
予
算
等
に
つ
い
て
両
院
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と

き
は
衆
議
院
の
議
決
が
国
会
の
議
決
と
な
る
の
に
対
し
、
法
律
案
に
つ
い
て
は
衆
議
院
が
そ
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
た
め
に

は
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
再
議
決
を
要
件
と
し
て
お
り
、
衆
議
院
の
優
越
性
の
程
度
が
予
算
等
の
議
決
の
場

合
に
比
べ
て
弱
い
こ
と
に
起
因
す
る
。

こ
れ
ら
の
憲
法
の
規
定
を
受
け
て
、
国
会
法
は
両
院
協
議
会
の
開
催
の
要
求
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

1

法
律
案
に
つ
い
て
衆
議
院
が
両
院
協
議
会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

① 

衆
議
院
が
参
議
院
の
回
付
案
に
不
同
意
の
と
き
（
国
会
法
第
八
四
条
第
一
項
前
段
）

② 

参
議
院
が
衆
議
院
の
送
付
案
を
否
決
（
憲
法
第
五
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
参
議
院
が
否
決
し
た
と
み
な
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。）
し
た
と
き
（
国
会
法
第
八
四
条
第
一
項
中
段
）

③ 

参
議
院
が
衆
議
院
の
回
付
案
に
不
同
意
の
と
き
（
国
会
法
第
八
四
条
第
一
項
後
段
）

2

法
律
案
に
つ
い
て
参
議
院
が
両
院
協
議
会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

① 

参
議
院
が
衆
議
院
の
回
付
案
に
不
同
意
の
と
き
（
国
会
法
第
八
四
条
第
二
項
）

3

衆
議
院
が
両
院
協
議
会
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

① 

予
算
及
び
衆
議
院
先
議
の
条
約
に
つ
い
て
衆
議
院
が
参
議
院
回
付
案
に
不
同
意
の
と
き
（
国
会
法
第
八
五
条
第
一
項
前
段
）

② 

予
算
及
び
衆
議
院
先
議
の
条
約
に
つ
い
て
参
議
院
が
衆
議
院
送
付
案
を
否
決
し
た
と
き
（
国
会
法
第
八
五
条
第
一
項
後
段
）

4

参
議
院
が
両
院
協
議
会
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
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① 

参
議
院
先
議
の
条
約
に
つ
い
て
参
議
院
が
衆
議
院
回
付
案
に
不
同
意
の
と
き
（
国
会
法
第
八
五
条
第
二
項
前
段
）

② 

参
議
院
先
議
の
条
約
に
つ
い
て
衆
議
院
が
参
議
院
送
付
案
を
否
決
し
た
と
き
（
国
会
法
第
八
五
条
第
二
項
後
段
）

③ 
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
つ
い
て
衆
参
両
院
の
議
決
が
一
致
し
な
い
と
き
（
国
会
法
第
八
六
条
第
二
項
）

5

憲
法
改
正
原
案
の
両
院
協
議
会

（
1
）
甲
議
院
が
両
院
協
議
会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

① 

憲
法
改
正
原
案
に
つ
い
て
甲
議
院
が
乙
議
院
回
付
案
に
不
同
意
の
と
き
（
国
会
法
第
八
六
条
の
二
第
一
項
前
段
）

② 

憲
法
改
正
原
案
に
つ
い
て
乙
議
院
が
甲
議
院
送
付
案
を
否
決
し
た
と
き
（
国
会
法
第
八
六
条
の
二
第
一
項
後
段
）

（
2
）
乙
議
院
が
両
院
協
議
会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

① 

憲
法
改
正
原
案
に
つ
い
て
甲
議
院
が
乙
議
院
回
付
案
に
不
同
意
の
と
き
で
、
両
院
協
議
会
を
求
め
な
か
っ
た
と
き
（
国
会
法

第
八
六
条
の
二
第
二
項
）

6 

そ
の
他
、
国
会
の
議
決
を
要
す
る
案
件
に
つ
い
て
、
後
議
院
が
先
議
院
の
議
決
に
同
意
し
な
い
と
き
は
、
先
議
院
は
両
院
協

議
会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
国
会
法
第
八
七
条
）

な
お
、
一
の
議
院
か
ら
両
院
協
議
会
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
2
の
場
合
を
除
き
、
他
の
議
院
は
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い

（
国
会
法
第
八
八
条
）。

両
院
協
議
会
は
、
各
議
院
で
選
挙
さ
れ
た
各
々
一
〇
人
の
委
員
で
組
織
さ
れ
る
（
国
会
法
第
八
九
条
）。
両
院
協
議
会
が
議
事
を

開
き
議
決
す
る
に
は
各
議
院
の
協
議
委
員
の
各
々
三
分
の
二
以
上
の
出
席
を
要
し
（
国
会
法
第
九
一
条
）、
出
席
協
議
委
員
の
三
分

の
二
以
上
の
多
数
で
協
議
案
が
議
決
さ
れ
た
と
き
成
案
と
な
る
（
国
会
法
第
九
二
条
第
一
項
）。
両
院
協
議
会
の
成
案
は
、
両
院
協

議
会
を
求
め
た
議
院
に
お
い
て
ま
ず
審
議
し
、
次
い
で
他
の
議
院
に
送
付
さ
れ
る
（
国
会
法
第
九
三
条
第
一
項
）
が
、
成
案
に
つ
い
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て
の
修
正
は
で
き
な
い
（
国
会
法
第
九
三
条
第
二
項
）。
衆
参
両
院
で
成
案
が
可
決
さ
れ
る
と
、
そ
の
成
案
の
内
容
が
国
会
の
議
決

と
な
る
。
そ
の
他
、
両
院
協
議
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
、
衆
参
両
院
の
議
決
に
よ
り
両
院
協
議
会
規
程
（
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）

年
七
月
一
一
日
参
議
院
議
決
、
七
月
一
二
日
衆
議
院
議
決
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
国
会
法
第
九
八
条
）。

（
2
）
ね
じ
れ
国
会
に
お
け
る
実
例

ね
じ
れ
国
会
（
第
一
六
七
回
国
か
ら
第
一
八
一
回
国
会
）
で
の
両
院
協
議
会
の
開
催
回
数
は
一
三
回
（
二
八
件
）
で
あ
る
。
一
覧

に
す
る
と
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

【
両
院
協
議
会
一
覧
表
（
第
一
六
七
回
国
〜
第
一
八
一
回
国
会
）】

国
会
回
次

両
院
協
議
会
名

請
求
議
院

開
催
日

結
果

第
一
六
八
回

国 

会

（
臨
時
会
）

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会

参
議
院

（
必
要
的
）
19
・
9
・
25

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

第
一
六
九
回

国 

会

（
常

会
）

平
成
一
九
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
外
二
件

両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
20
・
2
・
6

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

平
成
二
〇
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
20
・
3
・
28

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会
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の
議
決
と
な
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安

全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二

四
条
に
つ
い
て
の
新
た
な
特
別
の
措
置
に
関
す
る
日
本
国

と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承

認
を
求
め
る
の
件
両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
20
・
4
・
25

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

第
一
七
〇
回

国 

会

（
臨
時
会
）

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会

参
議
院

（
必
要
的
）
20
・
9
・
24

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

第
一
七
一
回

国 

会

（
常

会
）

平
成
二
〇
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
外
一
件

両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
21
・
1
・
26

21
・
1
・
27

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

平
成
二
〇
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
二
号
）

両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
21
・
1
・
27

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

平
成
二
一
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
21
・
3
・
27

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る



 37 号 （ 64 ）

論 説

 

（
衆
参
両
院
の
会
議
録
を
も
と
に
筆
者
作
成
）

第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の
要
員
及
び
そ
の
家
族
の
沖
縄

か
ら
グ
ア
ム
へ
の
移
転
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
の
件
両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
21
・
5
・
13

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

平
成
二
一
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
外
二
件

両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
21
・
5
・
29

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

第
一
七
六
回

国 

会

（
臨
時
会
）

平
成
二
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
外
二
件

両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
22
・
11
・
26

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

第
一
七
七
回

国 

会

（
常

会
）

平
成
二
三
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
23
・
3
・
29

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る

第
一
八
〇
回

国 

会

（
常

会
）

平
成
二
四
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
両
院
協
議
会

衆
議
院

（
必
要
的
）
24
・
4
・
5

成
案
を
得
ず

衆
議
院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
る
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一
三
回
（
二
八
件
）
の
内
訳
は
、

予
算
に
つ
き
、
参
議
院
が
衆
議
院
送
付
案
を
否
決
し
た
も
の
が
八
回
（
二
三
件
）、

予
算
に
つ
き
、
衆
議
院
が
参
議
院
回
付
案
に
不
同
意
の
も
の
が
一
回
（
一
件
）、

条
約
（
衆
議
院
先
議
）
に
つ
き
、
衆
議
院
が
参
議
院
回
付
案
に
不
同
意
の
も
の
が
二
回
（
二
件
）、

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
つ
き
、
衆
参
両
院
の
議
決
が
一
致
し
な
い
も
の
が
二
回
（
二
件
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
両
院
協
議
会
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
成
案
を
得
る
に
至
ら
ず
、
衆
議
院
の
議
決
が
国
会
の
議
決
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
一
番
直
近
の
第
一
八
〇
回
国
会
に
お
け
る
「
平
成
二
四
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
両
院
協
議
会
」
の
会
議
録
を
参
照

し
な
が
ら
、
両
院
協
議
会
の
議
事
の
流
れ
を
概
観
し
て
み
る
。

午
後
四
時
二
分
、
両
院
協
議
会
議
長
（
衆
議
院
側
議
長
・
中
井
洽
君
）
が
開
会
を
宣
告
し
、
衆
参
各
々
の
協
議
委
員
（
衆
議
院
側
・

鉢
呂
吉
雄
君
（
民
主
党
）、
参
議
院
側
・
山
本
一
太
君
（
自
由
民
主
党
））
か
ら
議
決
の
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
し
た
。
次
い
で
協
議
に

入
り
、
参
議
院
側
（
宮
沢
洋
一
君
（
自
由
民
主
党
）、
浜
田
昌
良
君
（
公
明
党
）、
上
野
ひ
ろ
し
君
（
み
ん
な
の
党
）、
井
上
哲
士
君
（
日

本
共
産
党
））
が
反
対
意
見
を
、
衆
議
院
側
（
武
正
公
一
君
（
民
主
党
）、
中
島
正
純
君
（
国
民
新
党
））
が
賛
成
意
見
を
述
べ
た
。

こ
こ
で
懇
談
に
入
る
も
発
言
者
が
な
い
た
め
、
参
議
院
側
の
世
耕
弘
成
君
（
自
由
民
主
党
）
が
「
参
議
院
側
と
し
て
は
、
何
ら
か
の

修
正
な
い
し
削
除
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
」
と
求
め
た
の
に
対
し
、
衆
議
院
側
の
笹
木
竜
三
君
（
民
主
党
）
が
「
衆
議
院
側
と
し
て

は
、
参
議
院
側
の
要
請
を
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
旨
発
言
し
、
衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
よ
う
求
め
た
。
こ
れ

を
受
け
て
両
院
協
議
会
議
長
は
両
院
協
議
会
と
し
て
は
成
案
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
旨
、
両
議
院
に
報
告
す
る
こ
と
を
諮
り
、
異

議
な
く
決
し
、
両
院
協
議
会
は
午
後
四
時
二
五
分
に
散
会
と
な
っ
た
。

こ
の
流
れ
は
他
の
両
院
協
議
会
と
も
同
様
で
あ
り
、
開
会
時
間
も
比
較
的
短
時
間
で
あ
る
。
短
い
も
の
だ
と
約
一
〇
分
、
そ
の
他

10
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も
三
〇
分
か
ら
四
〇
分
程
度
の
例
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
両
院
協
議
会
が
形
式
的
に
開
か
れ
て
お
り
、
各
会
派
の
代
表
者
が
あ

ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
原
稿
を
読
み
上
げ
る
だ
け
の
セ
レ
モ
ニ
ー
と
化
し
て
い
る
。

（
3
）
両
院
協
議
会
以
外
の
例

な
お
、
法
律
案
に
つ
き
、
両
院
協
議
会
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
再
議
決
が
行
わ
れ
た
も
の
の
う
ち
、

参
議
院
が
衆
議
院
送
付
案
を
否
決
し
た
も
の
が
一
一
件
（
う
ち
、
二
件
は
両
院
協
議
会
を
求
め
る
の
動
議
を
否
決
。）、

参
議
院
が
衆
議
院
送
付
案
を
憲
法
第
五
九
条
第
二
項
に
よ
り
み
な
し
否
決
と
し
た
も
の
が
五
件
、

衆
議
院
が
参
議
院
回
付
案
に
不
同
意
の
も
の
が
一
件
あ
っ
た
。

ま
た
、
条
約
（
衆
議
院
先
議
）
に
つ
き
、
参
議
院
に
送
付
後
三
〇
日
を
経
過
し
、
自
然
成
立
し
た
も
の
が
九
件
あ
っ
た
。

四

修
正
協
議
機
関
の
検
討

（
1
）
与
野
党
実
務
者
協
議

こ
こ
ま
で
、
ね
じ
れ
国
会
に
お
け
る
両
院
協
議
会
の
現
状
を
み
て
き
た
。
本
来
、
衆
参
両
院
の
意
見
の
不
一
致
を
調
整
す
る
た
め

の
機
関
で
あ
る
は
ず
が
、
必
要
的
両
院
協
議
会
に
つ
い
て
は
形
式
的
に
開
催
さ
れ
る
程
度
で
あ
り
、
任
意
的
両
院
協
議
会
に
つ
い
て

は
開
催
の
例
が
な
く
、
衆
議
院
に
お
け
る
再
議
決
、
参
議
院
送
付
後
三
〇
日
経
過
に
よ
る
自
然
成
立
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
与
野
党
実
務
者
に
よ
る
修
正
協
議
に
よ
っ
て
法
案
修
正
が
行
わ
れ
る
事
例
が
増
加
し
た
。

本
稿
で
は
第
一
八
〇
回
国
会
で
の
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
関
連
法
案
に
お
け
る
一
連
の
修
正
協
議
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
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（
2
）
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
関
連
法
案
の
例

平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
三
月
三
〇
日
、「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の

消
費
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
（
第
一
八
〇
回
国
会
、
閣
法
第
七
二
号
）」、「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を

図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
一
八
〇
回
国
会
、
閣

法
七
三
号
）」、「
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
第
一
八
〇
回
国
会
、
閣
法
第
七
四
号
）」、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
案
（
第
一
八
〇
回
国
会
、
閣
法
第
七
五
号
）」、「
総
合
こ

ど
も
園
法
案
（
第
一
八
〇
回
国
会
、
閣
法
第
七
六
号
）」
及
び
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
総
合
こ
ど
も
園
法
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
第
一
八
〇
回
国
会
、
閣
法
第
七
七
号
）」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、

四
月
一
三
日
、「
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
一
八
〇
回

国
会
、
閣
法
第
七
八
号
）」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

各
法
律
案
は
、
五
月
八
日
、
一
〇
日
、
一
一
日
に
衆
議
院
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
審
議
入
り
し
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
関

す
る
特
別
委
員
会
で
審
査
が
行
わ
れ
た
。
六
月
一
五
日
、
民
主
党
、
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
の
三
党
で
修
正
協
議
に
合
意
し
、
六

月
二
〇
日
に
、「
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
案
（
長
妻
昭
君
外
五
名
提
出
、
第
一
八
〇
回
国
会
、
衆
法
第
二
四
号
）」
及
び
「
就
学

前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
和
田
隆
志
君
外
五

名
提
出
、
第
一
八
〇
回
国
会
、
衆
法
第
二
五
号
）」
が
、
六
月
二
二
日
に
は
、
協
議
結
果
を
踏
ま
え
、
内
閣
提
出
法
律
案
に
対
す
る

修
正
案
が
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
た
。
六
月
二
六
日
に
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜

本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
」、「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の

抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」、「
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
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最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
案
」、「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
及
び
総
合
こ
ど
も
園
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
」
及
び
「
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元

化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
修
正
議
決
さ
れ
、「
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
案
」

及
び
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
は
可

決
し
た
。
さ
ら
に
、
八
月
一
〇
日
、
参
議
院
に
お
い
て
可
決
、
成
立
し
た
。

（
3
）
問
題
点

こ
の
よ
う
に
、
内
閣
提
出
の
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
の
提
出
は
増
加
し
て
お
り
、
ま
た
、
一
方
で
は
郵
政
改
革
関
連
法
案
の
よ

う
に
内
閣
提
出
の
法
律
案
を
撤
回
の
上
、
議
員
立
法
で
成
立
さ
せ
る
よ
う
な
例
も
あ
る
。
条
文
の
修
正
程
度
で
あ
れ
ば
、
修
正
案
と

い
う
形
式
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
法
案
全
体
の
修
正
と
な
る
と
、
新
規
に
議
員
立
法
を
行
う
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
与
野
党
間
で
の
修
正
協
議
は
、
一
見
、
両
院
協
議
会
で
の
い
わ
ゆ
る
妥
協
案
の
作
成
と
同
様
で
あ
る
が
、
両
院
協

議
会
は
法
的
な
根
拠
が
あ
る
の
に
対
し
、
与
野
党
実
務
者
協
議
は
あ
く
ま
で
も
非
公
式
の
協
議
で
あ
り
、
各
党
の
政
策
担
当
者
や
委

員
会
の
筆
頭
理
事
間
等
で
行
わ
れ
、
か
つ
法
案
修
正
と
い
う
よ
う
な
形
式
を
と
る
た
め
、
必
ず
し
も
そ
の
立
法
趣
旨
が
明
確
で
な
い

可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
現
在
の
与
野
党
協
議
は
主
に
民
主
党
、
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
の
三
党
で
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス

が
多
く
、
他
の
野
党
が
参
加
で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
も
あ
る
。

法
案
に
対
す
る
修
正
案
で
あ
れ
ば
、
一
応
、
原
案
の
立
法
趣
旨
、
立
法
過
程
が
明
確
で
あ
る
の
で
、
事
後
の
検
証
が
可
能
で
あ
る

が
、
非
公
式
で
の
修
正
協
議
で
は
そ
の
過
程
が
会
議
録
に
残
ら
ず
、
ま
た
、
提
案
理
由
等
も
簡
単
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
の
運

用
解
釈
上
、
疑
義
が
生
じ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
。
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（
4
）
公
式
な
場
で
の
修
正
協
議
の
可
能
性

そ
こ
で
、
筆
者
は
両
院
協
議
会
の
第
三
院
的
地
位
の
可
能
性
に
着
目
し
、
公
式
な
場
で
の
修
正
協
議
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を

試
み
る
。

両
院
協
議
会
は
、
前
述
し
た
通
り
法
的
地
位
を
有
す
る
公
式
の
協
議
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
衆
参
両
院
に
お
い
て
議
決

が
異
な
っ
た
場
合
に
の
み
開
催
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
修
正
協
議
の
場
と
し
て
は
必
ず
し
も
な
じ
ま
な
い
。
両
院
協
議
会
は
議
院

と
し
て
の
議
決
に
つ
き
妥
協
案
を
協
議
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
前
に
修
正
協
議
を
行
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
議
決
前
の
委
員
会
レ
ベ

ル
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
本
来
で
あ
れ
ば
望
ま
し
い
。

そ
こ
で
、
常
任
委
員
会
合
同
審
査
会
の
活
用
で
委
員
会
レ
ベ
ル
の
修
正
協
議
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
通
常
、
議
案
が
提
出
さ
れ

る
と
議
長
は
適
当
な
委
員
会
に
付
託
し
、
審
査
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
本
会
議
に
報
告
し
て
議
院
と
し
て
の
議
決
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ

は
原
案
保
持
主
義
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
仮
に
衆
議
院
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
い
る
議
案
は
議
案
の
原
案
が
衆
議
院
に
存
在
す

る
の
で
、
参
議
院
の
委
員
会
に
お
い
て
は
審
査
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
会
法
は
予
備
審
査
制
度
を
設
け
て
お
り
、
内
閣

は
一
の
議
院
に
議
案
を
提
出
し
た
と
き
は
、
予
備
審
査
の
た
め
、
提
出
日
か
ら
五
日
以
内
に
他
の
議
院
に
同
一
の
議
案
を
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
国
会
法
第
五
八
条
）。
ま
た
、
議
員
立
法
に
よ
る
議
案
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
他
の
議
院
に
予

備
審
査
の
た
め
、
送
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
衆
議
院
規
則
第
二
九
条
、
参
議
院
規
則
第
二
五
条
）。
し
た
が
っ
て
、
議
案
の

原
案
で
は
な
い
が
、
予
備
審
査
の
た
め
に
、
他
の
議
院
に
も
審
議
の
対
象
と
な
る
議
案
は
一
応
、
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

制
度
を
活
用
し
、
衆
参
両
院
の
常
任
委
員
会
合
同
審
査
会
等
の
場
所
で
与
野
党
の
修
正
に
係
る
協
議
が
行
わ
れ
る
と
当
然
会
議
録
に

記
録
が
残
り
、
事
後
の
検
証
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
院
制
の
趣
旨
か
ら
考
え
る
と
、
両
院
協
議
会
や
常
任
委
員
会
合

同
審
査
会
自
体
が
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
の
で
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。



 37 号 （ 70 ）

論 説

な
お
、
予
備
審
査
制
度
は
、
特
に
参
議
院
改
革
の
一
環
と
し
て
そ
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
活

用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

五

お
わ
り
に

以
上
、「
ね
じ
れ
国
会
」
に
お
け
る
両
院
協
議
会
の
制
度
と
運
営
に
つ
い
て
、
実
際
に
第
一
六
七
回
国
会
か
ら
第
一
八
一
回
国
会

の
例
を
素
材
に
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
予
算
の
議
決
、
条
約
の
承
認
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
お
け
る
両
院
協
議
会
で
は
、
成

案
を
得
る
に
は
至
ら
ず
、
憲
法
の
規
定
に
よ
り
、
衆
議
院
の
議
決
が
国
会
の
議
決
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
会
議
録
か
ら
は
十
分
に

調
整
の
協
議
が
図
ら
れ
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
い
ず
れ
も
必
要
的
両
院
協
議
会
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
単
な
る
セ
レ
モ

ニ
ー
と
化
し
、
形
骸
化
の
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
こ
の
間
、
法
律
案
に
つ
い
て
の
両
院
協
議

会
が
求
め
ら
れ
た
事
例
は
存
在
せ
ず
、
憲
法
第
五
九
条
第
二
項
に
よ
る
衆
議
院
に
お
け
る
再
議
決
が
度
々
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
は
、

与
野
党
実
務
者
に
よ
る
修
正
協
議
が
事
前
に
行
わ
れ
、
議
員
立
法
、
ま
た
修
正
の
形
で
一
部
成
立
を
み
た
が
、
非
公
式
の
場
で
の
協

議
で
あ
り
、
今
後
、
与
野
党
協
議
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
両
院
協
議
会
の
研
究
に
際
し
て
は
、
帝
国

議
会
時
代
の
先
例
や
、
諸
外
国
の
例
と
の
比
較
研
究
を
更
に
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
本
稿
脱
稿
後
、
一
二
月
一
六
日
は
第
四
六
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
、
ま
た
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
夏
に
は
七
月
二

八
日
任
期
満
了
の
半
数
議
員
に
つ
き
第
二
三
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
新
た
な
構
成
の
も
と
で
、
国
会
が
国

権
の
最
高
機
関
と
し
て
、
ま
た
、
国
唯
一
の
立
法
機
関
と
し
て
の
役
割
を
十
分
果
た
す
べ
く
、
衆
参
両
院
が
各
々
そ
の
権
能
を
十
分

に
活
か
す
た
め
に
は
、
両
院
協
議
会
の
活
性
化
は
避
け
ら
れ
な
い
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
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（
平
成
二
四
年
一
一
月
二
九
日
脱
稿
）

注
（
１
）
初
期
の
国
会
に
お
い
て
は
、
度
々
両
院
協
議
会
が
開
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
新
た
に
誕
生
し
た
参
議
院
に
お
い
て
、
与
党
が
過
半
数
を

占
め
て
お
ら
ず
、
非
党
派
的
な
会
派
で
あ
る
「
緑
風
会
」
が
勢
力
を
持
っ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
衆
議
院
送
付
案
に
対
し
、
参
議
院
の
独

自
性
を
発
揮
す
べ
く
、
精
力
的
に
修
正
等
を
行
っ
て
い
た
要
因
が
大
き
い
。
昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
の
第
一
六
回
国
会
ま
で
事
例
で

は
、
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
の
第
二
回
国
会
の
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会
の
他
は
、
一
六
回
（
二
七
件
）
の
全
て
が
法
律

案
の
両
院
協
議
会
で
あ
っ
た
。
な
お
、
第
一
六
回
国
会
以
降
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
の
第
一
一
五
回
国
会
ま
で
両
院
協
議
会
は
開
か

れ
な
か
っ
た
。

（
２
）
今
野
彧
男
「
両
院
協
議
会
の
性
格
：
審
査
委
員
会
か
起
草
委
員
会
か
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
八
四
二
号
（
一
九
八
五
年
）
一
五
〇
頁
。

な
お
、
本
論
文
は
、
両
院
協
議
会
の
性
格
に
つ
い
て
衆
参
両
院
の
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
衆
参
両
院
に
お
い
て
、

両
院
協
議
会
の
性
格
に
つ
い
て
解
釈
に
相
違
が
あ
る
の
は
望
ま
し
い
事
態
で
は
な
い
の
で
、
別
の
機
会
に
検
討
を
試
み
た
い
。

（
３
）
浅
野
一
郎
「
両
院
協
議
会
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
九
四
一
号
（
一
九
八
九
年
）
九
四
頁
以
下
、
浅
野
一
郎
「
両
院
の
意
思
の
調
整
を
め

ぐ
る
諸
問
題
」『
関
東
学
園
大
学
法
学
紀
要
』
第
一
号
（
一
九
九
一
年
）
三
頁
以
下
、
議
会
政
治
研
究
会
「（
研
究
報
告
）
両
院
協
議
会
：

国
会
の
事
例
」『
議
会
政
治
研
究
』
第
一
三
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
頁
以
下
、
今
野
彧
男
「
両
院
協
議
会
の
性
格
・
再
論
：
第
一
二
八
回

国
会
に
お
け
る
政
治
改
革
関
連
法
案
の
取
扱
い
を
顧
み
て
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
〇
四
五
号
（
一
九
九
四
年
）
五
七
頁
以
下
、
今
野
彧

男
「
両
院
協
議
会
」『
法
学
教
室
』
第
二
一
七
号
（
一
九
九
八
年
）
二
頁
以
下
。

（
４
）
佐
々
木
勝
実
「「
ね
じ
れ
国
会
」
と
両
院
協
議
会
：
新
た
な
状
況
下
、
国
会
の
立
法
過
程
を
考
え
る
」『
議
会
政
治
研
究
』
第
八
五
号
（
二

〇
〇
八
年
）
一
頁
以
下
、
佐
々
木
勝
実
「
衆
議
院
と
参
議
院
の
議
決
不
一
致
：
第
一
六
八
回
国
会
か
ら
第
一
七
一
回
国
会
ま
で
の
事
例
」

『R
E

SE
A

R
C

H
 B

U
R

E
A

U

論
究
』
第
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
四
八
頁
以
下
、
平
田
健
二
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
・
加
藤
秀
治
郎
）「
動
く

両
院
協
議
会
に
し
た
い
：
一
票
の
格
差
解
消
も
急
ぐ
課
題
だ
」『
改
革
者
』
第
六
二
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
二
頁
以
下
。

（
５
）
な
お
、
過
去
に
衆
参
両
院
の
多
数
派
が
異
な
る
「
ね
じ
れ
国
会
」
の
事
例
と
し
て
は
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
七
月
の
第
一
五
回
参
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論 説

議
院
議
員
通
常
選
挙
後
、
平
成
一
〇
（
一
九
九
八
）
年
七
月
の
第
一
八
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
後
に
い
ず
れ
も
自
由
民
主
党
が
参
議
院

で
過
半
数
を
割
っ
た
。
佐
々
木
勝
実
「「
ね
じ
れ
国
会
」
と
両
院
協
議
会
」『
議
会
政
治
研
究
』
第
八
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
、
九
頁
参

照
。

（
６
）
社
会
民
主
党
は
、
普
天
間
基
地
代
替
施
設
移
設
問
題
に
お
い
て
、
党
首
の
福
島
み
ず
ほ
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
消
費
者
及
び
食
品
安

全
担
当
、
少
子
化
対
策
担
当
、
男
女
共
同
参
画
担
当
）
が
辺
野
古
地
区
へ
の
移
設
の
日
米
合
意
に
反
発
し
、
閣
議
書
へ
の
署
名
を
拒
否
し

た
た
め
、
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
五
月
二
八
日
に
国
務
大
臣
を
罷
免
さ
れ
、
五
月
三
〇
日
の
全
国
幹
事
長
会
議
で
連
立
解
消
を
決
定

し
た
。

（
７
）
「
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
法
律
第
一
一
一
号
）」
及
び
「
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
法

（
平
成
二
三
年
法
律
第
一
一
二
号
）」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
原
発
事
故
に
対
す
る
立
法
的
対
応
―
「
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故

調
査
委
員
会
法
」
及
び
「
国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
検
討
―
」『
法
学
研
究
論
集
』
第
三
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
一
五
頁

以
下
。

（
８
）
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
の
報
告
書
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
徳
間
書
店
か
ら
市
販
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
委
員
会
事
務
局
は
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
一
〇
月
二
四
日
を
も
っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
。
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

国
立
国
会
図
書
館
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
収
集
保
存
事
業
で
、
引
き
続
き
公
開
さ
れ
て
い
る
。
委
員
会
の
調
査
資
料
等
は
国
立
国
会
図
書

館
に
移
管
さ
れ
、
引
き
続
き
保
管
さ
れ
る
。

（
９
）
甲
議
院
が
乙
議
院
の
回
付
案
に
同
意
し
な
い
場
合
に
限
り
開
か
れ
て
い
た
。

旧
議
院
法
第
五
五
条

乙
議
院
ニ
於
テ
甲
議
院
ヨ
リ
移
シ
タ
ル
議
案
ニ
対
シ
之
ヲ
修
正
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
甲
議
院
ニ
回
付
ス
ヘ
シ
甲

 

議
院
ニ
於
テ
乙
議
院
ノ
修
正
ニ
同
意
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
奏
上
ス
ル
ト
同
時
ニ
乙
議
院
ニ
通
知
ス
ヘ
シ
若
之
ニ
同
意
セ
サ
ル
ト
キ
ハ

両
院
協
議
会
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
求
ム
ヘ
シ

2

甲
議
院
ヨ
リ
協
議
会
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ト
キ
ハ
乙
議
院
ハ
之
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ス

（
10
）
第
一
八
〇
回
国
会
平
成
二
四
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
両
院
協
議
会
会
議
録
第
一
号
（
平
成
二
四
年
四
月
五
日
）

（
11
）
衆
議
院
に
お
い
て
、
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
一
六
九
回
国
会
）、
平
成
二
〇

年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
財
政
投
融
資
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
第
一
七
一
回
国
会
）
に
つ
き
、
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憲
法
第
五
九
条
第
三
項
及
び
国
会
法
第
八
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
両
院
協
議
会
を
求
め
る
の
動
議
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ

否
決
さ
れ
、
憲
法
第
五
九
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
直
ち
に
再
議
決
す
べ
し
と
の
動
議
が
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
衆
議
院
議
決
案
に
つ
き
再

議
決
が
行
わ
れ
た
。
第
一
六
九
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第
二
八
号
（
平
成
二
〇
年
五
月
一
三
日
）、
第
一
七
一
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第

一
二
号
（
平
成
二
一
年
三
月
四
日
）
参
照
。

（
12
）
第
一
八
〇
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第
一
二
号
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
）

（
13
）
「
参
議
院
運
営
の
改
革
に
関
す
る
意
見
書
」（
昭
和
四
六
年
九
月
二
三
日
、
参
議
院
問
題
懇
談
会
）

（
14
）
帝
国
議
会
時
代
の
両
院
協
議
会
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
前
田
英
昭
「
帝
国
議
会
に
お
け
る
両
院
協
議
会
」『
政
治
学
論
集
』
第
三

三
号
（
一
九
九
一
年
）
九
五
頁
以
下
。

（
15
）
米
国
議
会
の
両
院
協
議
会
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
岩
月
岳
史
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
議
会
上
下
両
院
協
議
会
の
運
営
」『
立
法

と
調
査
』
第
一
七
〇
号
（
一
九
九
二
年
）
五
〇
頁
以
下
。


